
平成２６年度第７回                      資料１ 

 

・各部署が抱える課題 

・地域社会の課題  
 
     解決策を募集・提案 
 
 
 
 

関連部署に対し 

    ヒアリング実施 
                 第１次審査／書類審査 
 
 

                        市長へ答申                              

                             

 
 
 
 
 
                                 翌年度 

事業の実施 ⇔ 事業評価 

受託市民活動団体等 

(提案者) 

第３次審査／公開審査会 
採択候補事業の選定 

諮問･答申 

協定書・委託契約書の締結 

次年度採択事業として 

担当部署による予算要求 

議題１ 平成２７年度企画提案型協働事業実施要領の検討について 

１ イメージ図（３ｐ）（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「３．企画提案型協働事業の流れ」（案） 

 （４ｐ８行目～） 

 ※市民活動推進課に相談し、できる限り早い段階で、提案事業に関連する部署との事前

相談を必ず行って下さい。 

（５ｐ３行目～） 

 提案者と市の関連課の協議の場で、中立の立場に立ち、それぞれの特性と能力が十分に

発揮されるよう、両者の意見を調整するとともに、よりよい提案に向け助言する役割を

担う方です。 

 

３ 「４．提案にあたって （１）対象となる事業 【対象外となるもの】」（案） 

 （６ｐ２１行目） 

 ⑥地域住民の交流行事等の親睦的なイベント 

３者協議 
提案者・関連部署・市民活動
推進課で協議・検討・調整 

市民活動団体等 

企画提案 
《応募》 

第２次審査／公開審査会 
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企画提案型協働事業イメージ図 

予算の議決 

市長が採択事業を決定 


